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子どもの権利集約

ネ ッ ト ワ ー ク

ゼロ・トレランスに教育法学会が反論
（ 寛容・容赦なしの厳罰化）

「あ ん ま り怒 る な よ 。 子 ど も が や った こ と じ やな い か 」

「 若 気 の至 りだ よ。 われ わ れ だ って看 い ころ は無 茶 した も ん

だよ」・ ・ こ うい った子 どもや 若者 への 寛容 さ を表 現 した

吉葉 は日本の社 会 ではも う聞 かれな くな るのだ ろ うか。

教育再生会議 「い じめ問題への緊急提言」（2 0 0 6 年 1 1月

2 9 日）及 び文部科学省通知 「問題行動を起こす児童生徒に

対す る指導 につい て」（2 0 0 7 年2 月 5 日）に示 さ れた “ゼ ロ ・

トレラ ンス（寛 容・ 容赦 な しの厳 罰・ 管理 主 義）の 暗雲 “が 学

校社会を覆い始めている。

その方針は、「基本において、い じめ問題の根本的な解決

を妨げる。」

日本教育法学会・学校事故研は、5 月2 6 日の総会において

この よ うに結論 づ け て、「い じめ 防止 に向 けた わ た した ち の

見解 一教育再生会議 「い じめ緊急提言」の問王頭点－」を発表

した 。そ して具体 的 には以下 の よ うな 「緊 急提案 」を行 った。

○学校は、い じめ被害者の心身の安全 と人権を最優先に確保

す る

○厳罰的教育は子どもの人間関係の修復を後退させる

○出席停止は一時的で過渡的な措置と して適正な運用を

O「被害者である傍観者」の人権意識を育てる協働的な安全

学習を

○事実上の 「体罰」容認 となる 「有形力の行使」は、子ども

にい じめ肯 定の メ ッセー ジを伝 える

○警察機関との連携強化は学校の教育的権威の失墜

喜 多 明 人 （早稲田大学教授）

○学 校 にはい じめ防止 委 員会 とい じめ相談 員を

○いじめ防止の指導力向上のための教員研修の保障を

○い じめ防止 への学校支援 と「い じめ苦情等審査委員会」の

設置を

今期匡l会では少年法が改正され、問題を起 こした子どもは

小学 生 か ら少 年 院 に入れ て矯 正教 育を 行 うこと がで きるよ う

にな った 。この 改正 は一連 の厳 罰化の 流れ にそ うもので あ り、

上記の教育再生会議の 「い じめ問題への緊急提言」以来のゼ

ロ・ トレラ ンス の政策 が よ り鮮明 にな った とい える 。緊急 提

言では、「問題行動を起 こす子どもに対 して、指導、懲戒の

基準 を明 確 に し、毅然 （きぜ ん） と した対応 を取 る」 こ とと

し、 これ を受 けて文 部 科学 省 が 2 月 5 日に通 知 した 「問題行

動を起こす児童生徒に対する指導 について」という通達では、

「 有形力の行使」（事実上の 「体罰」容認）、出席停止、教室

外退去・別室指導などの厳格な姿勢で望む ことを指示 した。

出席停止の運用に際 しては、警察との連携がうたわれ、学校

は「犯罪行為の可能性がある場合には、 ・直ちに警察に通

報す る」 よ ううな が して い る。 かつ て は 、「万 引き 」 な どの

軽犯罪を犯 した子どもは、学校による「生活指導、懲戒の対

象」 で は あ っ て も、「警 察 に売 り渡 す 」 こと は しな か った。

それは教育の放棄になるからだ。子どもが家庭や周囲の環境

によ って さ ま ざま な壁 にぶ つか り、つ まづ き 、混 乱 し、「問

題行動」 を起 こす こと はい つの時 代 におい ても想 定 できた こ

とであ り、だ か らこそ学 校 は、そ の 「問責題行動」 を積 極的 に
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として受け入れて、教育機関としての存在感を誇示 してきた。

ところが近年は、学会が指摘するように 「学校の教育的権

威」 は失 墜 し、ち ょっと した校 内暴 力で もす ぐさま警 察 を呼

ぶ学校が多くなった。加えて 「犯罪行為の可能性」という範

疇で子どもを警察にゆだねる時代になったのかと思うと空恐

ろしい もの が あ る。 お そ ら くは、 日本社 会 全体 が 「寛容 さ」

を失い、容赦のない厳罰・管理主義に覆われ始めていること

と関係 してい よ う。私 たち の世 界か ら失 われ 始め て いる 「許

しあ う」 とい う社 会原理 を この機会 に一 度想起 したい。

－－一－…一＊文部科学省通知「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」（2 0 0 7 年 2 月5 日）の抜粋 ……－…………－…・－－・

改正教育基本法の教育の目標の一つと して「生命を尊ぶ」 こと、教育の目標を達成するため、学校においては「教育を受ける者が学校

生活を営む上で必要な規律を重んずる」ことが明記されている。い じめ られる子どもを最後まで守 り通すことは学校と しては当然の責務

であ り、 同時 に、 い じめ る子 ど もに対 しては 、毅然 と した対 応 と半占り強 い指導 に よ り、い じめ は絶 対 に許 さ れな い行為 で ある こ と、卑怯

で恥ずべき行為であることを認識させる必要がある。問題行動が実際に起こったときには、十分な教育的配慮のもと、現行法制度下にお

いて採 り得る措置である出席停止や懲戒等の措置も含め、毅然とした対応をとり、教育現場を安心できるものとしていただきたい。

＜ 生徒指導の充実について＞すべての教育活動を通 じてきめ細やかな指主＃を行い、積極的に教育相談やカウンセ リングを行 う。い じめや

暴力行為に関するきまりや対応を明確化 し、保護者や地域住民の理解 と協力を得る。問題行動の中でも、犯罪行為の可能性のある場合に

は、直ちに警察に通報 し、その協力を得て対応する。

＜ 出席停止制度の活用について＞出席停止は、懲戒行為ではなく、学校の秩序を維持 し、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するた

めに採 られる措置である。い じめや暴力行為など問題行動を繰 り返す児童生徒に対 し、市町村教育委員会は、出席停止制度の措置を採る

ことをためらわずに検討する。この制度の運用に当た っては、教師や学校が孤立することがないように、十分配慮する。当該児童生徒に

対し、必要な教育的措置を講 じる。

＜ 懲，戌・体罰について＞教育上必要があると認めるときは、児童生徒 に懲戒を加えることができ、懲戒を通 じて児童生徒の 自己教育力や

規範意識の育成を期待することができる。しかし、一時の感情に支配されて、安易な判断のもとで懲戒が行われることがないよ うに留意

する。体罰がどのような行為なのか、児童生徒への懲戒がどの程度まで認め られるかについては、ややもすると教員等が自らの指導に自

信を持てない状況を生み、実際の指導において過度の萎縮を招いているとの指摘もなされている。懲戒権の限界及び体罰の禁止について

は、これまで 「児童懲戒権の限界について」（昭和2 3 年 12 月 2 2 日付け法務庁法務調査意見長官回答）等が過去に示されており、教育委

員会や学校でも、これらを参考として指導を行 ってきた。 しか し、児童生徒の問題行動は学校のみならず社会問題 とな っている。文部科

学省としては、懲戒及び体罰に関する裁判例の動向等も踏まえ、今般、「学校教育法第 1 1条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考

え方」を取 りまとめた。懲戒・体罰に関する解釈・運用については、今後、この 「考え方」によることとする。

～学校教育法第 1 1条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方

・個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、単 に、懲戒を受けた児童生徒や保護者の主観的な言動によ り判断されるのではなく、客観的に考

慮して判断されるべきである。

・児童生徒に対する有形力 （目に見える物理的な力）の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰 として許されないというものではな

く、裁判例においても、「いや しくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為 としては一切許容されないとす

ることは、本来学校教育法の予想するところではない」 としたもの （昭和5 6 年4 月 1 日東京高裁判決）、「生徒の心身の発達に応 じて慎重

な教育上の配慮のもとに行うべきであり、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応 じ一定の限度内で懲戒のための有

形力の行使が許容される」としたもの （昭和6 0 年2 月2 2 日浦和地裁判決）などがある。

「 こどもがつ くるまち」は、まちを愛 する気持ちか ら

～ サ ミ ッ トの概 要 と、ゲ ル トさん の 講 演 ～

4 月 3 0 日、佐倉 市 ユー カ リが 丘の ウ イシ ュ トンホ テル・ 5

階大ホールは、大勢の 「こどもが主体的に活躍出来る場づ く

り」 に取 組む人た ちで溢れ た。

「こ どもが つ くるま ち全 国主催 者サ ミ ッ ト」 が初 め て佐倉

注ご器 ；
のである。

条約 第 8 8号・ 2 00 7年 6 月 15 日号

み え け ん ぞ う （N P O 子どものまち理事）

この サミ ッ トは、各 地 で 「こど もの力 で まち をつ くる」 と

いう取 組み をする札 幌か ら大阪 までの 1 1 団体が集 ま って開 催

されたもの。そのこどものまちは、それぞれ地域独自の背景

を持ちなが ら「こどもが遊びなが ら、友達や誰かと一緒に行

なう “仕 事 ”を通 して、 また別 の他 の人 と繋 が って行 く」 と



いう体 験の場 と して、用 意され ている。

ひな形 となるの は ドイ ツはミ ュンヘ ン市で 3 0 年近 くの歴史

を持 つ 「遊 びの まち ・ ミ ニ ミ ュ ンヘ ン」 で 、 こ こに は 毎 日

2 0 0 0 人 の こどもたち が、3 ～4 週 間 をかけて まちを つ くりな

がら、 そこでの 「暮 らし」「人生」 を楽 しむ。2 年 に一 度の夏

休みに行なわれるこの催 しでは、数多 くの仕事ブースが用意

され 、こ どもた ちは 一人 の市 民 と して この な かで行 動 し、街

で起きた問題や新たな展開は、 “市役所－が取りまとめ、 一市

議会”で諮られる。 “新聞社”や “T V 局”もこの様子を取 り

上げる。

2 0 0 0 年のミニミュンヘンで出会 った佐倉の中村桃子と、

四日市の増田書昭とが、それぞれ感動を持ち帰り、干葉県佐

倉市 の 「ミ ニさ く ら」 が た また ま全 国 に先駆 けて4 日間の こ

ども のま ちを 開催 した こと か ら、今 回の 第 1 回サ ミ ッ トを開

催する運びとなった。呼びかけ人 には増田さんや千葉大の木

下勇教授も名前を連ねる。

当 日はま ず、朝 か らエ ク スカ ー シ ョンと して 「W a iW a 広

場（※ 1 ）」を見 にきて も らった。 ミニさ く らの会 場 となる中

志津中央 商店 街 （ア イア イモー ル ） にて、 ミニ さ く らの 仕事

ブース と同様 、 こ どもた ちだ けで 仙裂 き織 り” や ■‘カ フ ェけ、

“大人 の学校” を開 き、ち ょっぴ りミニ さ くら気 分を 味わ って

も らうことができた 。

その後、午後からはいよいよ行事開始。3 2 0 人は入る会場

がほ ぼ埋 め尽 くされ て始 ま つた。 盛 り沢 山 の 内容 だ った が 、

当日の 目玉 とな った 、 ミ ニ ミ ュ ンヘ ン 創 始 者 の一 人 、ゲ ル

ト＝ク リューナ イズル氏 の講演 か ら始 まった。

■ゲル ト グ リューナイズル氏の講演

ゲル ト氏 は 「ミニ・ ミ ュ ンヘ ンの 仕組 み につ いて」 と讃 し

た講演 のな かで、「遊 びのまち・ ミニ ミュ ンヘ ン」と学校 とを、

同じ学 び を 目的 と しな が らも 、全 く違 うもの と位 置 づ けた 。

日く 、

・本物の世界 と同じルールで、仕事を してお金を儲け、消費

し、勉強 する事がで きる。

・だれもが無料で自由に参加でき、市民になって土地を買つ

た り店 を出 した りできる。

・ まちでの過 ご し方 も 自由だ し、仕事 をやめ るのも 自由。

・ こども達 に任され ている か ら、や る気 を起 こす事 になる。

・いろんな仕事は、こども達の意志で新たに作る事ができる

ので、今では 10 0 以上の仕事がある。

・働いて稼いだお金の一部は税金としてまちに納める。（全て

の仕事、銀行）

・ここでは政治家が公約を述べ、選挙で市長が選ばれる。（市

議会、市長）

・遊びながら、勉強する事の楽しさを学んでいる。（理科研究所）

・人が使えるものを作る事を学ぶ。（工房）

・テ レビや新聞で伝えるべき事を学ぶ。（新聞社、丁∨局）

・人を傷つける記事を書いてはいけない事を知る。（新聞社、

丁∨局）

・さまざまな利害が関わる複雑なまちを体験する。（全体）

・ケンカの仲裁役がいて、互いの言い分を聞く裁判所もある。

（警察、裁判所）

そ してゲ ル ト氏 は 「ミニ ミ ュンヘ ンは 、 こども たち に 自由

な発 想 と空 間を与 えている 。」 と言 う。

ミニ ミ ュンヘ ンは、 かつ てミ ュ ンヘ ン市 が採 択 した 「こ ど

もたち のた めの ま ち、 ミ ュンヘ ン」 とい う コンセ プ トに沿 っ

て、優れたアイデアを持 った団体や事業者によるプランが、

行政自身の事業 と同様の価値を持 って事業委託されているそ

うで ある 。ミ ュ ンヘ ン市で は優 れた プ ランで あれ ば、 それ が

民間で あ って も行 政 の事 業 と 同様 に実施 さ れる こと にな る。

行政、企業、そ してN P O 遊びと文化空間の3 者が役割分担

し、互 いに替 えの 利 かな いパー トナ ー と して共 に 「ミニ ミュ

ンヘンを実現させる」そうである。

ゲ ル ト ゲ リュー ナ イズル さん （中央 ）

■「こどもの まちサ ミッ ト」本会議

当 日は 、 日本 全 国の 「こども がつ くる まち」

二さ っぽ ろ（札 幌 ）、 こども のま ち（仙 台）、ミニ いち かわ（市

川）、ミニ さ くら（佐 倉）、むさ しのミニ タウン（武蔵 野）、ミニ

たま ゆ り（川崎 ）、ミ ニ ヨコハマ シテ ィ（横浜 ）、 ピンポ ン横丁

（名 古 屋 ）、だ がね ラ ン ド（名 古屋 ）、 こ ども四 日市（四 日市 ）、

ミニ大阪（大阪）の 1 1が一堂 に会 した。まず最初の話題は、

各地の 「こども がつ くる まち」を運 営 してみ ての問題点 。

（1）「職安の前の行列」

この問題 には、 多 くの 「こ どもの まち」 が 悩んで いた 。行

列ができるのは「参カロ者が多すぎて仕事がない時」。この場合、

水まき、 ゴ ミ拾い 、 クイズ やだ じやれ とい った職安 に並 ばな

くて も済 む新 しい 仕事 で通 貨 をも らえる ケー スの ほか 、一つ

の仕事を3 0 分で切上げて職安に戻るルールを作 った り、こ番

お店ブースが店員や呼込み係など働ける人を増や して対応 し

ていた。 じつは 、ミ ニミ ュ ンヘ ンで も 「公共工 事」 を発 注 し

て仕 事 を作 りだ して いるの で 、 この 問題 は万 国共通 ？の こ と

のようである 。

子どもの権利条約 案 8 8号・ 200 7年 6 月 15 日号 ∠』



N  P O こ ど も の ま ち 代 表 中 村 桃 子 さ ん

（ 2 ）「こども通貨の価値」

この価 値 につい ても 、同 じよ うに悩 み を抱 え ていた 。通 貨

の価 値を ど う守 る か、 また稼 い だ通貨 が （会期 の 終わ りとと

もに ）使 え な くな る こ とを こど も た ち が残 念 が る ケ ー ス も

（ ミニミュンヘンは次回には持ち越せない）。別の通年の行事

で使 える こど も四 日市、 来年 ま で貯 めて おけ る名 古屋 のだ が

ねラ ン ド、ほか に前 回の もの は交 操 レー トを設 lナて処理 す る

まちも。大人がお金 を使えるかどうかは実態が分かれたが、

こどもが稼 いだ お金 で親 の分 を買 ってあ げた り、逆 にこ ども

から巻き上 げた りす る親の姿 が報告 された。

（ 3 ）「お とな の口出 し、関わ り」

これ につ いて は、 異 口同音 に現状 が 嘆か れた 。 つい つい大

人は完 成度 を求 めて しま うとか。 行列 の順 番ぬ か しや仕 事の

進め方 に、 つい 口出 しす る親 がい るの も共 通の よ う。

ユンヘ ンで は閉鎖 空 間で もあ り大人 が 比較 的 シ ャ ッ トア ウ ト

され、 また スタ ッフも危 険な 道具 な どでは その使 い 方 を教 え

るが、 あ とは口 出 し しな い仕 組み が成 り立 って い る。 ミニ さ

くらの 実態 と して紹介 さ れた話 しの 中 で 「日本 で は、何 か と

うるさ いか 、ま った くサ ポー トしない かで 、 こど もたち は疲

れて しま う」 とい うこどもの声 の報告 もあ った 。

（ 4 ）「サ ミッ ト・ 佐倉宣 言」

最後 に 「こ どもが つ くる まち」主 催 者 による サ ミ ッ ト宣言

を発表 して、閉幕 した。この宣言は、昼食時に行なわれた代

表者会議の中で討論され、佐倉が示 した素案に対 して 「一つ

一つの こどもの まち は、 全て 背景 が違 う し、 目指 すと ころ も

それ ぞれ持 って い る。 こ こが 表現 され な いもの だ ろ うか」 と

の意見を元 に して 、調 整が図 られた。

その 結果 は次 の通 りで 、 ステー ジ に各 こども の まち主 催者

の代表が集まり宣言された。

』
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私たちは、次の3 つの価値を共有 しながら、それぞれの街

のそれ ぞれの 「こどもがつ くる まち」 が、よ り面白 くなる こ

とを願 って、今日集ま りま した。

1）「こどもがつ くる まち」 は、それぞれのまちを愛する気持

ちか ら生 まれている。

2 ）「こどもがつ くるまち」は、 こどもたちの決める力、変え

て行 く力か ら生まれている。

3 ）「こどもがつ くるまち」は、圧倒的 に面白 くて、徹底的に

遊 びの まちである。

「そ れぞ れの まち を愛 する気 持 ちか ら」 の一 文 は、ゲ ル ト

氏は じめ ミニ ミュ ンヘ ンをは じめ た ミュ ンヘ ンの人 達が 、ミ

ニミ ュンヘ ン に参 加 する こ どもた ちの こ とを指 して 述べ た発

言に由来 してい て、そ れ はミニ ミ ュンヘ ン2 0 0 6 を訪 問 した

際の我々一行が聞いた言葉である。

さ て、「こどもの まちサ ミ ッ ト」の次 回開催地 は仙台 （※2 ）

とな った 。各 地で 巡 回す るか たち でサ ミ ッ トが催 され て行 く

中で 、今回以 上 に各 地で 「こどものま ちとは何 か」「地域 にと

つて こ どもの まち の持 つ意 味 は ？」 とい った こ とへの 問い か

けが為され、またその土地その土地の答えが示されて行くこ

とを 、楽 しみ に したい 。

※ 1 ＝ N P O こども の まち が現 在進 め てい る、 通年 型の こど

もの 居場 所 づ く り事 業 。現在 の と ころ 、平 日日中の 週 3 日 と

不定期 の 休 日に開 催 してお り、 来 る子た ち はミニ さ く らとの

緩やかな 繋が りを感 じな が らも 、日々は 自由に過 ご している。

※2 ＝2 0 0 8 年 の 1 1月 が予定 され てい る。 この 時期 には仙台

で「秋の こ どもの 日・ こ どもの まち」 が 開催 され る ことにな

つて いて 、 その 前後 1 ケ月程 度 の うち での開 催 、 との ことで

ある。

N P O 子どものまち ：干葉県佐倉市。「子どもがつくるまち ・

ミニ さ く ら」 を・第 3 固 か ら運 営 する 任意 匡I体 。 現在 は ミニ さ

くらのほか、地域子ども教室 （当時）事業であるW a iW a i広

場を運営。http：／／m in i－S a ku ra ．n e t／

み・えけんぞう ：本名は堀達哉。昭和 4 2 年生まれ、 N P O 法人

まち づ く り干 葉理事 、 トラムデ ザイ ン事務 所主 宰 、な ど。．ニ

ックネームは三重県出身だから。 http ：／／m ie ke nzo ．co m ／

協力 ：伊藤勝美さん （光 ケ丘中学校おや じの会）、小杉括男

さん （大和市在住）、酒井一郎さん （ミニたまゆり）



こども の まち における大 人 の役 割 について

わた したちは喜多明人先生のゼミに所属 し、「子どもの居

場所 づ く り」 を テー マ に研 究 して き ま した 。特 に居 場所 に お

ける大人の役割に注目 して、学童保育、児童館、プレーパー

ク、 また は放課後 の学 校施 設 を利 用 した居 場所 づ く りな ど を

見て きま した。 また 、実 際 にアル バイ トや ボ ラン テ ィアで子

ども と遊び 関わ って きま した 。本年 度 の ミニ さ くらに もス タ

ッフ と して 一 日参カロして い ます。 それ らの 経験 を元 に研 究 で

得られ た視 点 を示 した上 で 、その 視点 か ら今 回の こど もの つ

くる まちサ ミ ッ トに参加 した感想 を書 きた い と思い ます。

わたしたちは学校教育から開放された「子どもの居場所」で

は、大 人は 自らの役割 を見 つめ直す必要があ ると考えま した 。

「子どもの居場所」 に関わる大人 に必要な姿勢は、学校教

育の根底にある 「教え込む」 とい う発想 ではな く、「支援」

とい う姿勢 で子 ども と関わ る こと です 。支援 とは、 子 どゃの

主体性 を何 よ りも尊 重 す る こと 、子 ど もの 意 見 を聞 くこ と、

子ども達の意思が環境に反映される仕組みを作ること、また、

子ど もが 潜 在的 に持 って いる 意欲 を引 き 出す こ とな ど です 。

このような大人の支援を得ながら主体的に様々な体験をする

中で、子 ども一 人ひ と りが 自由 に育ち 、自己肯定 感が 高ま り、

社会 とかかわ ってい く力の 土台 が育つ と考 えま した。

端的ですが、以上がわた したちが研究を通 じて学んだ視点

です。

この よ うな 視点 で こども の まち を見 る と、 このプ ロ グラム

は理 想 に近 いもの だ と思 いま す。 しか し、 サ ミ ッ トに参 カロし

てい くつか疑 問 を感 じる場 面 もあ りま した 。大 人の役 割 とい

う視点 に即 して今 回のサ ミッ トの感 想を書きた いと思います。

ゲル ト氏の 講演 で特 に印象 に残 ったの は 「子 ども にま かせ

ることが重要な教育上の観点である」「大人の役割は r演出』

する こ とである」とい う言葉 です 。多 くの こどもの まち では 、

「 子 ども に任 せ る」 を原則 と しなが らも、 優 れた 演 出 がな さ

れて いて 、子 ども が楽 しみ なが ら多様 な 仕事 に取 り組 ん でい

るようで した。

例 えば ミニミ ュンヘ ンを は じめ 、多 くの こどもの まち では 、

まち のル ール を変 える こ とがで きま す。 その 方法 は、子 ども

たちの中から市長候補が立候補 して、見事選挙によって市長

に選 ばれ た子 ども はル ール を変 える権 限 を持 つ とい うもの で

す。もち ろん 、選挙で は子 どもが投票 します。子 ども 自身 の手

によ って こどもの まちのルールが作 り変え られてい くの です。

また 、ミニ ヨコハマ シテ ィで は、ヘ ア メイ クの仕 事 を した

いとい う子 どもの 求め に応 じて 、’プ ロのヘ ア メイ クア ーテ イ

三 浦 修 平 ・ 吉 田 晴 奈（早稲田大学）

ストに よる レッス ンが行 われ ま した。子 どもは や りたい こと

をイメー ジ する こ とはで きて も、 それ を実現 す る ことは難 し

いもの で す。 そ こ で この よ うな大 人 の演 出 が加 わ る こ とで 、

子どもの 「や りた い」が 「で きる」 に変わ るのだ と思 います。

この よ うに、 こ どもの まち にお いて 、大人 はあ くまでも子

どもの主 体性 を尊 重 しな が ら、一方 で子 ど ものや りた い こと

を実 現 して い くた め に必要 な手 助 けはす る とい う、微 妙な舵

取りを して います 。子 ど もを 中心 に置 きなが らも大 人 が一定

の役 割を 果た す こと で子 どもの 多様 な 「や りたい」 を 引き 出

し、 こど もの まちが豊 か にな って い くの だ と考 え られます 。

しか し、 サ ミ ッ トや 、ミニ さ く らの 参加 を通 じて 、ま だまだ

大人 の役 割が 不明 確で 、周 矢口されて いな い と感 じる部分 もあ

りま した 。

こど もの ま ち で、 毎 回苦 心 する の は 、「大 人の 口 出 し」で

ある とい い ます。 これ は 「教 え 込む」 こと に慣 れ き って しま

つて いる大 人 が、無 意識 的 に して しま う指示 や、注 意な どで

す。 トラブルが起きた時、市議会 において子ども同士で対処

の仕方を決めたにも拘わらず、それを批判する大人スタッフ

がい た り、仕事 を して いる子 どもの横 に張 り付 いて 指示 し続

ける保 護者 がいた り します。

また 、「職 業 訓練 」 と い う要素 を 前面 に出 して いる こ ども

のま ちも見 受 け られま した 。子 ども が 自由に楽 しむ こ とよ り

も、 そ こで子 ども が 「職業観 」 を学 び取 る こと求め てい るよ

うに も思 えま した 。そ れは大 人 がも つ価値 観か らくる限定 的

な成果 の要 求 であ り、 その よ うな態度 で は子 どもの 自由奔 放

な意思 や行 動 を受 け止め るの は難 しく、豊 か にこ どもの まち

が発展 する ことも ないの では ないで しょうか。

こど も の ま ち で重 要 な 大 人の 役 割 は二 点 あ る と思 い ま し

た。一 つは子 どもの 「楽 しい」 を中心 と し、楽 しいか らこそ

湧き出てくる子どもの意思や行動を受け止め、子どもの 「や

りたい」 を 実現 でき るよ う に支 援 して い くこと。 そ しても う

一つは子 どもに対 して限定的な成果を求めず、一人ひとり違

つた育ち があ って良 いと い うことを理解 す るこ とです。

多 くの こども のま ちで 見 られ る この よ うな大人 の支援 があ

れば、子どもは自らの意思で多様な体験を し、百人百様の育

ちを得 る ことが でき るの だと思 い ます。 だ か らこそ全 国の こ

どもの まち や、今 回の よ うなサ ミ ッ トが 大人 の支援 のあ り方

を考 え る拠点 とな り、情報 や 問題意 識の 発信 地 となる こと を

期待 して います 。

子どもの権利条 約 案 88 号・ 2 00 7年 6 月 15 日号

』



「 子どもの権利一支援研究会」の設立について

安部 芳 絵 （早稲田大学）・ 高 木 章 成 （法政大学大学院）

本年3 月、私たち 「子どもの権利条例」を研究する全国の

若手研究者 1 2 名が参加 する 「子どもの権利 一支援研究会」

（ 通称 ：子 ども支援研 ）が、子 どもの権利条約総合 研究所

（ C R C 研究 所 ） 内 に設立 さ れ ま した 。 こ こで は、 私た ち の

研究会の設立経過とこれからの活動について紹介 します。

●なぜ「子 どもの権利条例」を研究するのか ？

ニ ュー ス レター の書売者 の みな さん は、 何 らかの 形で 子 ども

の課題 に関 わ られ てい るこ とと思 います 。この課題 の多 くは 、

地域社会に深 く関わ っています。「子どもの課題 は地域社会

の共通 課題 で ある」 と云 って しま っても 、言 い過 ぎで はあ り

ません 。

地域社会の中で子 どもの課題に取 り組むにあたっては、子

ども 自身の 地域 社会 の主 体的 な メンバ ー と して、 一緒 に行 動

して い く姿 勢 が必要 で す。そ して 、 自治体 と して 市民合 意 に

基づ いて この よ うな 姿勢 を表 明 したも の （自治 立法 ）が 「子

どもの権利条例」なのです。

いま、自治体は、子どもを施策の対象か ら、権利の主体 ・

まち づ くりの担 い手 と して捉 え始 めて いる ので す。 この よ う

な動きを研究1幾関・在野を問わず、教育学・法律学・福祉学 ・

看護学・政治学などの若手研究者の学問領域を超えた交流に

よって研究 してい くのが、子 ども支援研 の 目指 すもの です。

●「子 どもの権利条例」はど う研究されてきたのか

2 0 0 2 年4 月 、 C R C 研究 所 は 日本 にお ける子 どもの権 利

研究の発展を目的に創設されま した。設立趣旨で 「地域の子

どもの権利」研究を言匿っていて、各地の子 どもの権利条例づ

くりにも積極 的 に携 わ ってき ま した 。

この 5 年間で、F新選［子 どもの権利］条例集』（2 0 0 2 年 9

月）、 r川崎発 子どもの権利条約』（2 0 0 2 年 1 1月）、 r子ど

もにやさ しい まちづ く り』（2 0 0 4 年 1 1 月） が刊行 さ れた ほ

か、「全国自治体調査」（2 0 0 3 年）や「子 どもの安心と救済

に関する実態・意識調査」（2 0 0 5 年）な どの実践 的な調

査・研 究 プロ ジ 工ク トが あ りま した。 その 成果 は 、ニ ュー ス

レター第 8 1 号 （2 0 0 5 年 10 月） で 、「子 ども （の権 利 に 関

する） 条例」 の分類 表 と して紹 介 されて います 。

子ども支援研では、これらの成果を引き継ぎ、発展させて

いくと とも に、条例 づ く りの 最新 動 向を このニ ュース レタ ー

でも紹 介 していき ます。

』
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●「条例づ くり」 と「条例研究」 の懸け橋 と して

今年 にな って か ら、 1 月 に 「名 張 市子 ども条 例」 が 、4 月

に「白山市子どもの権利に関する条例」 と「志免町子 どもの

権利条例」が施行されま した。これらの条例は、子どもの権

利の総合的保障を目指すもので、2 0 0 1 年4 月施行の 「川崎

市子 どもの権利に関する条例」を皮切 りに、現在、全国 1 1

市区町で施行されています。また、これ以外にも各地の地域

特性 によ って7 0 を越 える 自治 体 で 、子 ども を テー マ に した

条例 が 制 定 され 、 こ れ か らも 増 え て い く こ とが 確 実 で す 。

（ 詳 しくは 、後述の 札幌 市 ホームペ ー ジを参照 の こと。）

ただ 、条例 づ く りはど う して も法 律の 条文 を 「書 く」 と云

う作 業 にな り勝 ちです 。そ の とき に考え な けれ ばな らない の

は、地域 の中 で子 ど もを主 役 とす るどの よ うな問 題が ある の

かを子 ども たち を交え て話 し合 い 、実践 的 にど うすれ ば解決

できるの か を考 え抜 く ことです 。 問題の 角牢決 方法 を考 える 中

で、自治 体が 何 を した ら良 いの かが 明 らか にな り、そ のため

に条例 に何 を書 く必要 があ るのか がま とま っていき ます。

一方、最近の条例には子どもの責務や役割を書き込むもの

が見 られ ます 。 もちろ ん、 責務 や役 割を条 例 に書 き込ん だ と

して も、 それ を根拠 に何 か を子 ども に強制 す る ことはで きま

せん が、何 らかの （特 にお とな が考 える）「子 どものあ り方」

がこの よ うな条文 に は反 映 される こと にな ります。

子ども支援研では、全国で子どもの権利条例を研究する若

手研究者がつなが って、情報交換・研究交流をしていくこと

によ って 、 こう した権利 条例 をめ ぐる各地 域の 動 きを把 握 し

てい きま す。 各地 で条例 づ くりに取 り組ん で いる方 々 にそれ

らの情 報 を提 供 してい くことも考 えてい ます 。

具体的は、年 1～ 2 回、集ま って研 究会を開催するほか、

日常 的な 情報 交換 はメ イ リン グ リス トで行 ってい ます （参加

希望の 方 は、後述 のホ ームペ ー ジか らご連 結 ください 。）。

また、4 月には研究会メンバーが人権政策研究会で子ども

の権利条例 について報告をするな ど、対外的な研究・実践交

流も深 めて い こうと考 えて います 。

・子ども支援研H P ：

h t tp ：／／W W W ．f「e e m l．c o m ／in fo ／「0「C ＠f「e e m l．c o m

・札幌市子ども未来局 （条例動向） ：

h t t p ：／／W W W ．C ity ．s a p p o「0 ．jp ／k o d o m o ／k e n「i／L O l ＿3 ．h t「州



札幌市子どもの権利条例制定に向けての動向

札幌市が平成 1 8 年度中の成立を目指すとしていた 「札幌

市子どもの権利 に関する条例」案は、2 月の定例会 において

審議・採決が行われ、議会において野党会派 による反対多数

で否決された。同条例の制定を求めてきた市民団体 「札幌市

子どもの権利条例制定市民会議」が提出した関連する陳情も

不採択とされた。市は、い じめ問題の深刻化に対応するため、

一刻も早い制定を求めたものの、議会では、「家庭や学校が

混乱する」「権利より義務 を教えるべき」 とする意見が相次

某折 ヽ
ヽ

小 林 勇 樹 （筑波大学大学院）

いで出され、市の理事者は最後までこれを説得 し切れなかっ

た。背景 には、4 月の統一地方選挙において実施された市長

選挙、市議会議員選挙をめ ぐる市長 と議会の駆け引きの激化

があ る。

選挙後、再選された上田文雄市長は、マニフェス トに 「札

幌市子 どもの権利条例」の制定を掲げており、条例制定に向

けて市 と市民による新 たな取 り組みが行 われる見通 しであ

る。

市子どもの権利条例

はじめに

新潟市は子どもの権利条例の本年度内制定を目指 している。

このため、子育て支援等を担当する 「こども未来課」を主管

として 、昨 年5 月か ら 「にい が た っ子 す こやか 未来 市民 委 員

会子どもの権利条例部会」（「部会」）を設け、条例案を検

討してき た。（h ttp ：／／W W W ．C ity ．n iig a ta ．jp ／info ／ko d o m o ／

m i「 a i／s im in ＿iin k a し t o p ．h t m ト）

部会 は市民のみで構成される出入 り自由な組織だが、実際

には 一部 の市民 （子 ども は ご く少 数） によ って運 営さ れて い

た。私たちは条例の部会素案がほぼ固まりつつあった今年 3

月に部 会の 存在 を矢口り、 参カロし始 めた 。参 加直 後 か ら部 会素

案の問題性に気づき、われわれ独自の 「条例案」と「提案理

由」 を部会 で示 した 。 しか し、わ れわ れの 意見 が十 分 に反 映

されていない部会案が先日採択された。

工 藤 一 真 （新潟大学）

条例部会案の問題点

われわれの視点は、部会案に欠けていた、（D子 どもの権利

主体性の重視、② 「成長発達」など不適切な用語の排除、③

子どもの参加・意見表明権の重視、（彰子 ども会議設置の必要

性の4 点に集約できる。

今後の動向

先 日の部会で、審議会である「検討委員会」（委員5 名程度）

を設置 す るとの 方針 が 伝え られた 。 しか し、 同委 員会 は7 月

から5 か月 間 、月 1 同程 度審 議 す る こと が予 定 され てい る に

すぎず、障がいをもつ子ども、外国籍の子ども、不登校の子

どもな どか ら直接 意見 を聴 く機 会 も想定 され てい ない 。さ ま

ざまな子どもが直面する問題点を確認 し、子どもの要求やニ

ーズを受け止めるには、この体制では不十分である。

今 後も 、新 潟市 にお け る子 どもの 現状 を踏 まえ た条例 づ く

りに向けて 、条例 制定過 程 に引き 続き参 画 したい。

「 射水市子どもに関する条例」の制定

～「権利の保障」から「責務」の強調へ ～

富山県射水市議会は、6 月2 0 日の本会議で 「射水市子 ども

に関する条例」を可決・成立させました。射水市は2 0 0 5 年

1 1 月に富山県西部の 5 市町村が合併 して発足 した人口 9 万人

強の新 しい市です。射水市 に合併する前の旧小杉町は、幅広

い住民参加 によ って 「子 どもの権 利 に関す る条例 」を制 定 し、

2 0 0 3 年 4 月 に施 行 して い ま した （合 併 と 同時 に廃止 ）。合

併に際 しては、合併後に旧小杉町の条例の趣旨を尊重する条

例を検討 して 、制 定す る ことが約 束 されま した。

この約束に基づき市は、昨年 6 月に検討幹事会、今年 1月

には検討協議会を設置 し新条例の素案を作成。4 月にパブリ

ツク・ コ メン トを して 、6 月 の定例 市議会 に提案 を しま した 。

新 条 例 は、「簡潔 で 親 しみ や すい 名称 」 と して 「子 ども に

関す る条例」 とな りま した。 旧小杉 町条 例は前 文 と7 章 2 2 条

の構成で したが、新条例は 1 2 条に簡素化され、8 条に亘 った

子どもの権 利 規定 は 1 つの 条文 にま とめ られ 、「子 どもは …」

と云 う主語 は無 くな りま した 。

一方で、旧小杉町条例 にあった 「子どもの権利の保障」に

関する規定が、親等・施設関係者・地域社会の責務 として定

められる な ど、全 体 と して権 利 保障 の トー ンが弱 ま り、条例

づく りを見守 ってきた 市民た ち は危憤 してい ます。

子どもの権 利条約 第 88 号・ 2 007 年 6 月 15 日号

芸…顎



自

国連・拷問禁止委員会による日本の第 1同報告書審査

～女性 に対 する暴力や人身売買 についても勧告～

国連・拷問禁止委員会 （C A T ）は、 5 月 9 ～ 1 0 日にかけてジュ

ネーブで日本の第 1 同報告書の審査を行ない、 18 日何で 「結論お

よび勧告」を採択 した （公表は2 2 日）。

C A T は、 19 8 4 年に国連で採択された拷問等禁止条約 （拷問及

び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関

する条約）の実施状況を監視する機関である。日本は 19 9 9 年に同

条約に加入 し、2 0 0 5 年 1 2 月に第 1 回報告書を提出 した。

「 結論」では、報告書が本来の期限 （2 0 0 0 年 7 月）よ り5 年以上遅

れて提出されたことにカロえ、「条約の規定が締約国で実際にどのよ

うに適用されているか」（弓垂調引用者）について十分な情報が提供

されていない点 について遺憾の意が表明されている。そのうえで、

入管収 容施設 における外国人の不当な取扱 い、「代用監獄」 問】題

（ 警察留置場における被疑者の勾留）、刑務所等 における人権侵害、

死刑囚の処遇、精神病院への収容といった多くの問王題について詳細

な指摘が行なわれた。

より直接的に子どもに関わる問題 としては、性暴力と人身売買へ

の対応の不十分さが取 り上げられている（パラ2 4 ）。とくに興行ビ

ザの目的外使用によって人身売買が促進され、被害者への支援措

置・救済措置が不十分であることが問題視された。2 0 0 6 年 に保護

された人身売買被害者4 7 名の うち保護時に 18 歳末満だ った者は9

名で、 1 4 歳で日本に連れてこられてホステス・売春婦として働い

ていた者も3 名いたという（法務省入国管理局発表、2 0 0 7 年 2 月）。

C A T か ら勧告されたとおり、人身売買対策および被害者支援のい

つそ うの弓垂イヒが 必要で ある 。

ヨー ロ ッパ

平 野 裕 二（A R C代表）

また、「軍事基地に配備された軍関係者 （外国軍関係者 を含む）

による女性および少女に対する暴力」についても懸念が表明された。

名指 しこそされていないものの、沖縄等における駐留米軍関係者に

よる性暴力をとくに念頭に置いたものであろう。

他の箇所 （パラ2 3 ）では、日本軍による性奴隷制的慣行の被害

者（いわゆる従軍慰安婦）への対応が不十分であること、事実の否

定・ 隠蔽等によってこれ らの女性が「継続的な虐待および再 トラウ

マ」を経験 していることも指摘されている。政府は「過去の出来事

であ って条約は適用されない」などと審査の場で主張 したが、被害

者に対 して十分な救済措置を提供すること、これ らの問題について

教育を行なうことは、今後同様の被害が発生することを防止すると

いう意味でも条約上の義務であるというのが C A T の考え方である。

これ らの問題との関連で、「性的侵害およびジェンダー に基づ く

侵害の根本的原因である差別に対応するための教育」の実施も勧告

された（パラ2 3 ）。より一般的に、警察等の法執行官、裁判官、入

管職員等を対象として、とくに「子どもおよび女性」に焦点を当て

た定期的な人権研修を行な うことも促されている（パラ2 1）。収容

施設等での人権侵害に迅速・ 効果的に対応できるよ うな、独立機関

の設置も含む救済手続の整備も重要な課題である （パラ2 0 ）。

C A T の勧告を誠実に受けとめ、「子どもに対する暴力」に関す

る匡I連事務総長研究の勧告等も考慮 しなが ら対応を進めてい くこと

が求 め られ る。

◆C A T の「結論および勧告」の日本語訳は、「監獄人権センター」

のウェブサイ トの関連ページを参照。

h ttp ：／／W W W ．jc a ．ap c ．0「g ／CP「／2 0 0 7 ／Ca t－CO U n te「．htm l

子どもを性暴力から保護するための新条約作成へ

～性的搾取・性的虐待 を網羅的にとらえる画期的視点～

欧州評議会は、人権や民主主義等の共通の価値の実現に向けたヨ

ーロッパ諸国間の協調の拡大を目的とする、地域的政府間機関であ

る。「欧州人権条約」を中核とする多くの地域人権文書のほか、「サ

イバー犯罪条約」のような刑事分野での条約も作成 している。「子

どもの権利行使に関する条約」や「子に関わる接触についての条約」

など、子どもの権利についても多 くの文書を採択 してきた。日本も

オブザ ーバー と して参 加 して お り、一 連の 取 り組み か ら学 ぶべ き こ

とは少な くない 。

その欧州評議会が現在 、「性的搾取および性的虐待からの子ども

の保護に関する条約」の策定作業を進めている。4 月 10 日現在の草

案（全5 0 条）は、（1）；総則、（2 ）防止措置、（3 ）国内実施体制、（4 ）被

害者に対する保護措置および援助、（5 ）加害者を対象とする介入措

醍 （ 6 ）刑事実体法、（7 ）捜査・訴追および手続法、（8 ）データの記

子ど もの権 利 条 約 第 8 8号 ・ 200 7年 6 月 15 日号

平 野 裕 二（A R C代表）

録・保管、（9 ）国際協力、（10 ）監視機構などの1 3 章か ら構成される

総合的な内容である。章立てにも、処罰による威嚇よりも防止や被

害者支援を優先させるという確固たる思想が反映されている。

最大の特徴は、その名称にも表れているように、児童買春・児童

ポル ノ等の （商業的）性的搾取だけではな く、それ以外の形態の子

どもの性的虐待も対象としている点である。

近年、子どもの商業的性的搾取については国内外で相当の取り組

みの進展が見 られたが、他方、子どもに対するそれ以外の形態の性

暴力まで視野 に入れた総合的な議論は必ず しも十分に行なわれてこ

なかった。日本ではとりわけその傾向が強 く、児童買春・児童ポル

ノ法については熱心な議論や働きかけが行なわれても、性的同意年

齢（13 歳）や都道府県条例の 「淫行」処罰規定を子どもの人権の

視点から見直 していく視点はきわめて希薄である。



これに対 し、条約案では次のような一連の行為が取り上げられて

いる（第6 章）。

・性的虐待 （18 条） ：性的同意年齢に達 しない子どもとの性的活

動、威迫・有形力・ 脅迫を用いた／優越的地位の…監用による／子

どものとくに脆弱な状況に乗 じた性的活動等

・児童買春に関わる犯罪 （19 条）

・児童ポルノに関わる犯罪 （2 0 条） ：児童ポル ノの製造・ 提供 ・

頒布・送信・入手・所持、情報通信技術を通 じた児童ポル ノヘの

故意のアクセス （ただし、単純製造・単純所持の禁止については

一定の条件下で、情報通信技術を通 じたアクセスについては無条

件に、留保が可能）

・ ポルノ的パ フォーマ ンスヘの子 どもの参加 に関わる犯罪 （ 2 1

条） ：当該パフォーマンスでの子どもの使用等、事情を知 ったう

えでの当該パフォーマンスの鑑賞（後者については留保可）

・子どもの汚染 （co rru pt io n）（2 2 条） ：性的同意年矧 こ達 しない

子どもに対して意図的に性的虐待・ 活動を目撃させること

・性的目的での子どもの勧誘 （2 3 条） ：性的活動または児童ポル

ノの製造を目的と した、情報通信技術を通 じた （性的同意年齢に

達 しない）子どもの勧誘 （ただ し子どもと会 うための具体的行為

がともな った場合に限る）

また、これ らの犯罪を宣伝する資料の頒布についても防止・禁止

のための措置をとらなければならない （8 条 2 項）。

とりわけ 18 条の規定は、「わいせつな」または 「みだらな」行為

とい った道徳主義的で曖昧な視点ではな く、子どもの人権の視点か

ら子どもの性的虐待の定義を明確化 しよ うとしている点で画期的で

ある。これ らの基準はすでにヨーロッパ諸国等の国内法で導入され

ているものではあるが （拙稿 「世界の－○代 と性的自己決定」季刊

S E X U A L lT Y l弓・2 0 0 1年 1月）、それが国際法上の位置づけを与

えられる意義は大きい。

子どもの性的自己決定権を不当に侵害 しないようにするための配

慮が随所にうかがえる点も、重要である。たとえば18 条では、合

意に基づく未成年者同士の性的活動まで規制 しようとする意図はな

いことが明確にされている （3 項）。一部の行為 については性的同意

年齢に達 しない子どものみが保護の対象とされているのも、このよ

うな配慮の結果 であろ う（2 2 条・ 2 3 条）。児童ポルノの単純製

造・所持の禁止についても、性的同意年齢に達 した子 どもが純粋に

私的 目的での製造・所持 に同意 した場合には適用除外が認め られて

いる （2 0 条 3 項）。

児童買春・児童 ポルノ法の改正（2 0 0 4 年）のさい、筆者はいく

つかの意見書を発表 し、性暴力から子どもを保護するための総合的

法整備の必要性を訴えた。今回の欧州評議会条約案は、そのような

問題意識が国際的にも共有されつつあるようになっていることの表

れである。最近にな って米国か ら児童ポルノの単純所持の犯罪化が

要求されたこともあり、そろそろ児童買春・児童ポル ノ法を再改正

する動きが具体化すると予想されるが、このような動向も踏まえた

議論が求められる。

しつ け ？ それ とも体罰 ？

～問 われ る子 ども との向 き合 い方～

この 度、子 ども の権利 条約 ネ ッ トワー クが主 催で 5 月 1 3 日

晴天 のな か、 早稲 田大 学の キ ャンパ ス にて 1 時半 か ら穏や か

な明 るい雰 囲気で 開催 され ま した 。

「しつ け」 や 「体罰」 を考 え る ことか ら子 ど もとの 向 き合

い方 を改 めて捉 え直 そ う、暮 ら しの 中で わ き上が って くる疑

問や避 け られ ない ジ レンマ を、 子 どもの権 利 条約 をキ ー ワー

ドに、 じっく りとい ろんな 人た ち と共 に考 えて い こうと今 回

のイベ ン トは開か れ ま した 。保 護者 にカロえ 、教育 現場 の 関係

者や保育 関係 者 とい った 日頃 か ら子 ど も との 向 き合 い方 を考

えて いる 方々 な ど 、当 局 スタ ッフを 含 めた 3 5 名が この イベ

ントに集 ま り ま した 。

法律でも明確に禁止され、人権の視点か らも許されないに

もか かわ らず 、未 だ に 「体 罰 」 に対 す る考 え 方 が 「しつ け」

と混 同 して い る社会 の 現 状が あ ります 。 また 、 2 月 5 日に は

文部科学省が学校教育法 1 1条で禁止されている教員の体罰

に関 す る 考 え 方 を ま とめ た も の を通 知 した こ と も ふ ま え 、

「 体罰 」 と 「しつ け」 と い う境界 が あ いま いな ラ イ ンを 、子

ども と 向き合 う中 で 「子 どもの権 利」 とい う視 点 を基 に考え

てい こ う。今 回の イベ ン トで はそ うい った問題 意識 に立 って

始ま りま した。

第 一部 では、A R C 代表 であ り子 どもの権 利条 約ネ ッ トワー

クの 運 営員 も務め てい らっ しやる平 野裕 二さ んが 「体罰 禁止

の国 際的動 向 と 日本」 とい うテー マで 講演を行 い ま した。

今 年 タイ・ バ ン コクにて セー ブ・ ザ・ チル ドレン主催 で開

かれた 「子 ども に対 する暴 力」 国連 研究 フ ォロー ア ップ地域

会合 に参 カロした こ とをふ まえ 、体罰 禁止 に関 する 国際的 動 向

を報 告 して いた だき ま した。 また 、 日本 政府 の政策 や取 り組

みの 問題 点 な ど、 国 内の動 きに つ いて も取 り上 げ ても らい、

様々な 視点 か ら 「体罰 」 と 「しつ け」 につ いて考 えて いき ま

した。

中で も参 カロ者 の多 くの 方が 関心 の声 をよ せたの は 「積 極 的

なしつけ （p o s トtiv e discipline）」という子どもの権利の視

点に立 った しつけの 概念 で した。 力 と恐怖 で はな く、相手 を

尊重 す る こ とを基 盤 と して 内な る権 威 を 行使 して い くこ と。

それも、恐怖と権力による暴力的な権威ではなく、態度や言

葉か らに じみ 出る 尊敬 をも った “内 なる権 威 ”を示 して い く

こと。また、一方的な価値判断や決めつけを行わずに、学校

や家庭の中で、寛容・平等・尊重をもって相手 に耳を傾l
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いくことな ど、 まさ に子 ども との対話 の 中で 育 まれ る “積 極

的な しつけ （前向きな しつけ）－は、具体的で長期的な方向

性をもった子どもへの向き合い方として参加者から共感を集

めま した 。

第二部では、第一部の講演内容や、参加者自身が日頃抱え

るしつ けと体 罰 に関す る疑 問点 や ジ レンマな ど を小 グルー プ

形式 の ワー クシ ョップで話 し合 いま した 。講 演 内容 を振 り返

つて関心 をも った ポイ ン トや疑 問が あ った部 分 を意見 と して

出し合 った り、普 段職場 や家 庭 な どで抱 える子 ども との 向き

合い方に対する考え方など、親 しみのある雰囲気の中で話 し

合いが行わ れま した。

さ らには 、子 どもの権 利 条約 ネ ッ トワー ク代表 の享 多明 人

さん （早稲田大学教授）や同副代表の荒牧重人さん （山梨学

院大学法科大学院教授）、そ して第一部で講演を した平野裕

二さん が子 どもの 権利 の専 門家 と して立 ち会 い 、参カロ者の 質

問に答 え ていき ま した 。

た くさんの 職場 や子 ども と接 して きた 場面 での 悩み を 、回

答者である 3 人がそれぞれの視点で語っていきま した。とき

には3 人が違 う視点でそれぞれの考え方や問題へのアプロー

チを議論 す る場面 もあ りま した 。様 々な 視点 での 語 らい を通

し、多角 的な 視点 で場面 に合わ せて 考え て い くこと が重要 だ

と改 めて確 認 し合い ま し7こ。

また、一部の平野さんの話を振り返り、育児のときの社会

的プ レ ッシ ャー に対す る親 のエ ンパ ワー メ ン トに着 目 してい

る人 が た くさん いま した。 これ に関 して は 「親へ の エ ンパ ワ

ーメ ン トが大切 ！」、「体罰 禁止 は親 への エ ンパ ワー メ ン トと

一体 化 した考 え方 が心 に残 って いる」 な ど とい った参 加者 か

らの声 や、 も っと権利 の視 点 をいか した 育児 、世 論 に左右 さ

れない態 度の 必要 性な ど、 コ メンテ ー ターか らの 意見 も でま

した。「具 体的 に考 えが広 ま り、環 境整 備の 必要 性 を感 じた」

との感想 も あが り、 これ らはた くさ ん浮 か び上 が った 今後 の

課5題の 1 つとな りま した。

子 ど もの 権 利 か ら 「 しつ け」 を 考 え る こ と。 そ れ は 親 が

「 こう したほ うがため になる」 や 「こうな ってほ しい」 とい う

思いを親の枠 組みの 中で強制 的 に子 ども に強い るので はな く、

子ども のため にな る と思 う ことを 「子 ども との対 話の 中で －

●参加者か ら

萎

緒に考 え てい く こと」 とい う大 きな 議論 もあ りま した 。 どん

な場面でも「子 どもの権利を尊重 しているか」 と考えてい く

ことが最もよい解決 になり、長期的に子どもの成長 を考えた

上での しつけとな る ことを改めて捉 え直す ことがで きま した 。

全 体 を振 り返 って 「 “体 罰 ” や ｝しつ け” とい ったも のの

漠然 と した 認識 か ら、具 体 的な 実践 と して捉 え られた」 と い

う感 触 をも って くだ さ った 方 、「子 ど もの 権利 を守 る とは子

どもの 心 を しっか りみ つめ る こと、 とい う新 しい認 識 が生 ま

れま した」とい う感 想 を書い て くだ さ った方が い らっ しや り、

今後 につな が る大変 内容 の深 ま った イベ ン トを参カロ者の 方々

とつ く りあ げ てい く ことが できた と思 い ます。 子 どもの 権利

とい う一つ の立 場 をと って議 論 が展開 され た今 回の イベ ン ト

でしたが、様々な方が今後もそれぞれの職場や育児など、子

ども と向き合 う場面 で前 向 きに子 ども と対 峠 して考 えて い こ

う、行 動 してい こ うと い う意 見 をた くさん 頂き 、心 か らよか

つた と感 じま した。 子 どもの 権利 条約 の理念 と内容 が、様 々

な場面 に応 じて いか され て い くこと 、シ ンプル だけ れ どシ ン

プルであるがゆえに深さをもつ 「子どもの権利」の視点の大

切さを 今後 も こうい った イベ ン トな どを通 じて 多 くの 方 と考

えていけたらと願います。（運営委員 南雲勇多）

あらためて、『体罰』とは何かを考える

今 回、子 ども の権利 条約 ネ ッ トワー クの イベ ン トに参カロさ

せて いた だ いた の は、 F しつ け ？ そ れ とも 体罰 ？』一 問わ

れる子 ども との 向き あい万一 と い う、タ イ トル に強 く引か

れたか らです 。

私は日頃、乳幼児の保護者を対象 とした、家庭教育学級の

講師や育児の相談員をしています。そんな活動の中で、ある

お母さん か ら、 r子 どもを何 回叩い た ら虐待 です か ？』 など と

いうご質 問を良 く受 ける か らです 。子 ども を叩 くとい う行為

醍 決 して しつけ にはな らな い と頭 で は理 解 してい ても 、つ
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雲 雀 信 子 （N P O 法人子育てサポーター・チャオ）

い、つ い手 や足 が出 て しま う。そ して 自己嫌 悪 …。 自信 喪失

…。そんな ま じめな母 親たち に、本当 にた くさん 出会 います。

今回 このイベ ン トに参カロし、体罰の 意味 や子 どもへの影 響、

体罰 を しな い子 ども への 関わ り方 等を 、あ らため て考 える機

会をいただき、今後の活動の参考となる学習をさせていただ

きま した。あ りが と うござい ま した 。

N P O 法人子育てサポーター・ チャオ
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大人と しつけ

「しつ け」 と して子 ども を叩 く。 この行 為 自体 は 自然 な も

のと思 って い ま した し、 話 を聞 こ う と しない 子 に対 して は、

こうする しかな い と考え てい ま した。 こ う考え るよ うにな っ

た原 因は、周 りの環 境 にあ りま した 。

私 の母 はマ レー シア人 で 、向 こ うで は細 い木 のム チ を 「 し

つけ」 の道 具 と して使 う風 習 があ るよ うで す。 私も 小 さい頃

よく叩かれ ま したが 、母 は必ず しも ムチ を使 った わ けでな く、

初め は 口頭 で注 意 し、そ れで も言 う事 を聞 かな い時 に使 って

いま した。 叩か れ る時 は 必ず 悪 い こ とを した 時 だ った ので 、

叩か れた後 は親 に対 し怒 る事 はせ ず、 む しろ 自己反 省 を して

いま した。 さ ら に、「 しつ け」 と して叩 く事 が 自然 だ と思 う

ようにな ったの に は、兄 弟も 関係 して い ます 。私 には弟 が二

人います が、下 へ行 け ばい くほ ど、 この ムチ を使 った 「しつ

け」 をされ る 回数が 減 ってい き 、それ に比 例す る よ うに弟 た

ちはわがま まにな って いる ような気 が してい たので す。

こ こで気 にな ったの が 「体 罰 」 と 「しつ け」 の境 目で す。

どこまで が 「 しつ け」 で、 ど こか らが 「体 罰」 なの か 。今 回

寄留包 ′

高 梨 晃 宏 （中央大学）

のイベ ン トに参加 して 印象 に残 った 言 葉 があ ります 。「大 人

にあ る 人権 で 子 ど も にヲ無いも の があ る の はお か しい 。」 この

言葉で答えがでま した。「叩く事」 は全て大人の都合なのだ

と思 うよ う にな りま した 。 しか し、問題 は 「r体罰 』 を やめ

たら、 ま す ます子 ども が調 子 に乗 る じ やな い か。」 と い う考

えです 。

確かに「体罰」をやめただけでは子どもは怖いもの知らず

にな り、い ろい ろや って しま う と思 い ます 。で すが 、大人 が

「 なぜ、悪いのか。なぜ、や ってはいけないのか。」子どもの

考え を しっか り聞 きつ つ 、分 かる よ うに説明 し、話 し合い が

しっか りで きれ ば 問題 は無 くな るの で はな い か と思 いま す 。

これ を実行 する の は大 変で すが 、これ が出来 る ようにな れば 、

人と して大 き く成 長 で き る と思 い ます 。「子 ど も と大人 はパ

ートナー 」 こんな 言葉 が あ ります。 大人 が成 長す れ ば、子 ど

ももよ り成長 し、よ り良 い社会 が 出来 るの では ない かと思 い

ます 。 まず は、 自分 が社会 の事 を も っと知 り、人 と しても っ

と成長 していき たい です。

白組ヲ分⊂⊃苛＆

包㊥㊥曾in 毎 が⑯ の準備状況

4 月 2 7 日、実 行委 員会発 足 。プ レイベ ン トと して 、喜多 明

人さん （N C R C 代表）、赤池悦子さん （N C R C 事務局長）を

お呼 び し、「子 ど もの 権利 条 約」 とフ ォー ラ ム につ い ての お

話を して いただ きま した。今 まで の準備 会で の意見 と しては 、

まずは 「子 どもの権 利 条約 」 につ いての 学習 の必 要性 。 フ ォ

ーラム での子 ど もの募 集 と大人 の 関わ りにつ い てで した 。特

に議論されたのは、子ども実行委員会をどの時点で立ち上げ

るかで した。 ど ち らか と言 うと、大 人の 意見 が優 先 し指導 型

にな りがちな 現状 を踏 ま えて 、大人 の子 ど もの あ り方 を認 識

する ことが 、 この フ ォー ラム を進 めて い くため に一 番大 切 に

宮 澤 節 子 （実行委員長）

なってい くので は との見 解 に達 しま した。 そ こで、発 足 にあ

たり、赤 池 さん に これ まで の経 験 か ら、「子 ども と大人 の 関

係づ く り」につい ての お話 を して いただ きま した 。ここか ら、

実行委 員会 がス ター トしま した。

5 月 2 0 日、荒 牧さ ん（N C R C 副 代表 ）、6 月 3 日、喜多 さん

による、大人に向けての 「子ども権利条約」の学習会を実施。

長野県の子どもの現状をテーマに

実行委異会での論議の焦点は全体テーマを何にするか。高

校編成問壬琶、い じめ、不登校、遊び場 、親の支援のあ り方、

条例 ‥ ‥・ 実行 委員の それ ぞれの 立場 か ら意見 が 出され

ていま す。 こ う した 状況 の中 、先 日の実 行委 昌会 で出 席 して

いた だい た喜 多 さ んか らこん な 助言 を いた だ きま した 。「急

ぐこ とはな い。 まだ課 題 を出 し合 う段 階。 議論す る ことが大

切‥ ‥・」 長 野 県の 子 ど もの現 状 と向 か い合 い 、い よい よ

テーマの絞込みへ。

子ども実行委鼻会の現状は

5 月 2 0 日、林 大 介さ ん （N C R C 子 どもフ ァシ リテ一 夕

子 どもの権利条約 案 88 号・ 20 07 年 6 月 15 日号
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による 「子 どもの 権利 条約 の ワー クシ ョップ」 か ら子 ども実

行委員会 立 ち上 げを企 画 しま した 。 ところ が当 日、実行 委員

の募集チラシ配布、声掛けで集まった子どもは、なんと5 人。

これが現状でした。終了後、危機感を拘きなが らの実行委員

会。そんな中、子ども担当の鳥海さんから、「彼 らの意見を

尊重しながら進めて行きたいですね。今の意見の出 し合いが、

今の意 見の 出 し合 い が一番 重要 な キー とな って くるか と思 い

ます ‥ ‥・」 自 らの 体 験 を通 して の大 切 な ア ドバ イ スが あ り

l
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ました。第 2 回目、 自分た ちで仲 間 を募 集 しよ うと話 し合い 、

思い を ことば に して チラ シを作 りま した 。

＜ こんな こ と したい どんな こ と言 って も良い

しな い 僕 らにだ って言 いた い ことが ある ＞

も う、 我慢

これ か らどん

な展 開 になるで しょう ？

フ ォー ラム を通 して何 かを感 じ合い 、た くさ んの思 い を重

ね、子 ども も大人 も 、気持 ち を言 い合 える場 と関係 づ くりを

目指 して います 。

切白組

本年 も 「子 どもの 権利 条約 ネ ッ トワー ク」 は基本 に戻 って基 礎講座 を 開講 します 。

子どもの 権利 条約 って何 ？とい う方 にも 、今更 条約 の勉 強な んて とい う方 にも満 足 してい ただ ける 、

一●〆●●〆■■′’●′●●〆●■〆●●〆●耳
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不思議な講座で

す。 皆様 の知 りたい こ と、疑 問 に思 って いる こ との答 え がき っ と見つ か ります 。子 ども に関わ る お仕事 を して いる方 、

お父 さん 、お母 さん 、 これか らこども に関わ るか も しれな い方 たち 、皆様 の質 問 にお答 え します 。

の講座 にな ります ので 、 1回 だけで も、 2 回通 してで も、 自由 に参カロしてく ださ い。

申 し込み は下記 の事務 所 に電話 、フ ァ ックス、 メール 、郵便 でお願 い します 。

講師 ：荒牧 重人 （子どもの権利条約ネッ トワーク副代表・山梨学院法科大学院教授）

Aコ＝ 場：：早稲田大学文学部3 9 号館 6 F 第7 会議室

日時 ：第 1 回 7 月 14 日（土 ） 1 時 （1 2 時半 開場）

第 2 回 7 月 2 0 日（金） 6 時3 0 分 （6 時開場）

参加費 ：大 人 10 0 0 円 （会員 ：大人8 0 0 円）

18 歳末満 5 0 0 円（会員 ：学生・子 ども 無料）

連絡先 ：子どもの権利条約ネ ットワーク事務所
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